
開発途上国にとって温室効果ガス排出を削減

する技術へのアクセスは，彼らが気候変動の挑戦

に取り組む際に重要である。この領域における革

新的な技術は，ますます特許化されている。2009

年の気候変動に関するコペンハーゲン・サミット

へ向けた準備段階での国際的な気候変動に係る議

論において，開発途上国は，（先進諸国によって所

有される）炭素削減技術に係る知的財産権の存在

が大きく，開発経済における温室効果ガス削減に

関する努力にとって，主要な障壁となっていると

定期的に主張している。

本研究の目的は，この主張の有効性を検討する

ことである。1998～2008 年の期間について，低所

得開発途上国及び新興市場経済諸国の代表サンプ

ルで，関連する 7 つの排出削減エネルギー技術に

係る特許保護及びその帰属データを検証する。

研究結果は以下のとおりである。

炭素排出は，多様な技術により削減が可能であ

り，低コストで排出を削減できる技術もあれば，

削減に高いコストを要する技術もある。炭素排出

削減の単位あたりのコストの点では，知的財産権

で保護された技術が，知的財産権で保護されてい
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Executive Summary）

 欧州委員会貿易総局＊

2009年3月，欧州委員会貿易総局（European Commission（DG Trade））は「知的財産権は気候変動に係る技術移

転の障壁か？（Are IPR a barrier to the transfer of climate change technology?）」と題する報告書を公表した（報告書

は2009年1月19日付）。2009年12月にデンマークの首都コペンハーゲンにて国連気候変動枠組み条約第15回締約国

会議（COP15）が開催される予定であるが，それに向けて知的財産権と気候変動に係る技術の関係を検討したも

のである。様々な会議において開発途上国から特許権による価格の高騰が気候変動に係る技術移転の障壁となっ

ているという懸念が示されているため，この課題の検証を試みた内容となっている。

本研究では，開発途上国をアフリカ諸国等の「低所得開発途上国」と中国・ロシア等の「新興市場経済諸国」

に分けて分析を行っている。そして，低所得開発途上国においては，気候変動に係る技術のほとんどが特許によ

り保護されておらず，また新興市場経済諸国においては，特許保護のさらなる改善が国内の技術革新と外国から

の技術移転の促進に繋がるという研究結果を示し，いずれの諸国グループにとっても，知的財産権が気候変動に

係る技術移転の障壁ではないという結論に達している。

なお，本報告書は欧州委員会貿易総局の委託を受けてデンマークの独立研究機関であるコペンハーゲン・エコ

ノミクス（Copenhagen Economics）とThe IPR Companyが作成したものであり，欧州委員会の見解を示したもの

ではない。

本誌では紙幅の関係から，報告書中のエグゼクティブ・サマリーを紹介する。本報告書の全文については，欧

州委員会貿易総局のHP（http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/february/tradoc_142371.pdf）にて参照可能である。

The IPR Companyについては，以下のHPを参照いただきたい。

Copenhagen Economics（http://www.copenhageneconomics.com）

The IPR Company（http://www.theiprcompany.com）
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